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令和元年６月24日（月曜日）

午前10時０分開会

会議に付した案件

○概要説明

警察本部

１．県内の外事情勢について

教育委員会

１．本県のキャリア教育推進の現状について

○協議事項

１．県内調査について

２．次回委員会について

３．その他

出席委員（12人）

委 員 長 西 村 賢

副 委 員 長 髙 橋 透

委 員 坂 口 博 美

委 員 星 原 透

委 員 外 山 衛

委 員 野 﨑 幸 士

委 員 山 下 寿

委 員 脇 谷 のりこ

委 員 田 口 雄 二

委 員 河 野 哲 也

委 員 来 住 一 人

委 員 図 師 博 規

欠 席 委 員（なし）

委員外議員（なし）

説明のため出席した者

警察本部

警 察 本 部 長 郷 治 知 道

警 備 部 長 小 野 博

警 務 部 参 事 官
福 永 光 宏

兼 警 務 課 長

生活安全部参事官
鍋 倉 幸 次

兼生活安全企画課長

生 活 環 境 課 長 井 上 保 志

組織犯罪対策課長 日 髙 重 徳

交 通 指 導 課 長 垂 水 一 洋

交 通 規 制 課 長 日 髙 靖 和

運 転 免 許 課 長 日 高 好 章

外 事 課 長 河 﨑 豊 文

外 事 課 理 事 官 川 野 謙二郎

教育委員会

教 育 長 日 隈 俊 郎

副 教 育 長 亀 澤 保 彦

教 育 次 長
川 越 淳 一

（教育政策担当）

教 育 次 長
黒 木 健 一

（教育振興担当）

教 育 政 策 課 長 中 嶋 亮

高 校 教 育 課 長 児 玉 康 裕

義 務 教 育 課 長 東 宏太朗

生 涯 学 習 課 長 新 純一郎

事務局職員出席者

政策調査課主幹 千知岩 義 広

政策調査課主査 菊 地 潤 一

○西村委員長 委員会を開会いたします。

本日の委員会の日程についてでありますが、

お手元に配付の日程（案）をごらんください。

本日は、まず、警察本部から県内の外事情勢

について、次に、教育委員会から本県のキャリ

ア教育推進の現状について説明をいただきます。

その後、委員会の県内調査等について御協議い

ただきたいと思いますが、このように取り進め

てよろしいでしょうか。
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令和元年６月24日（月曜日）

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、そのように決定いた

します。

それでは、執行部入室のため、暫時休憩いた

します。

午前10時１分休憩

午前10時１分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日の委員会に１名の傍聴の申し出がありま

したので、これを認めることといたしました。

傍聴される方にお願いいたします。傍聴人は、

受付の際にお渡ししました傍聴人の守るべき事

項にありますとおり、声を出したり、拍手をし

たりすることはできません。当委員会の審査を

円滑に進めるため、静かに傍聴していただきま

すようにお願いいたします。また、傍聴に関す

る指示には速やかに従っていただくようにお願

いいたします。

それでは、本日は警察本部に御出席いただき

ました。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した日向市選出の西村でございます。この１年

間、皆様方の御協力のもとで本県の諸課題につ

いて取り組んでまいりたいと思いますので、御

協力をよろしくお願い申し上げたいと思います。

次に、各委員及び執行部の皆様方の紹介につ

きましては、お手元に配付の委員名簿と配席表

にかえさせていただきたいと思います。

それでは、早速ですが、概要説明をお願いい

たします。

○郷治警察本部長 おはようございます。警察

本部長の郷治でございます。本日の特別委員会、

よろしくお願いいたします。

西村委員長を初め、委員の皆様には、日ごろ

から本県警察の運営に関しまして深い御理解と

御協力を賜りまして、厚く御礼を申し上げます。

本日は、特別委員会からの説明依頼事項に基

づきまして、警備部外事課長から県内の外事情

勢につきまして御説明を申し上げますので、よ

ろしくお願いいたします。

私からは以上でございます。

○河﨑外事課長 説明の前に１点だけお願いい

たします。資料の訂正がございまして、御報告

いたします。お配りしております資料の表紙、

産業人材育成の「人材」の表記及び説明資料で

あります「県内の外事情勢について」と題する

特別委員会資料の資料名であります産業人材育

成の同じく「人材」の表記が誤りですので、訂

正しておわびいたします。

それでは、本県の外事情勢について説明いた

します。

政府は、本年４月から５年間で最大34万5,000

人の外国人人材の受け入れを想定しており、日

本に住む外国人はさらにふえると見込まれ、本

県もその例外ではありません。

本県警察としては、来年に迫っております2020

年東京オリンピック・パラリンピック競技大会

等の国際的な大規模行事や本県の国際化への進

展を踏まえ、治安維持と国際テロの未然防止の

ため、関連する不審情報の収集・分析、各種対

策、違法事案の事件化を推進しているところで

あります。

それでは、資料に基づき、御説明いたします。

初めに、特別委員会資料の１、現状について

御説明いたします。

別添資料の上段をごらんください。

県内の居住外国人の推移について御説明いた



- 3 -

します。

法務省の統計によりますと、県内の居住外国

人の数は年々増加しており、平成30年12月末現

在では6,621人となっております。本県も国際化

が進み、技能実習生や留学生の受け入れが増加

していることが影響していると考えられます。

次に、別添資料の中段をごらんください。

法務省の統計によりますと、全国における不

法残留外国人は、平成５年の30万人をピークに

減少し続けた後、平成27年から再び増加に転じ

ており、平成31年１月現在７万4,167人の外国人

が在留期限切れの状態で残留している状況であ

ります。国籍別では、韓国、中国、タイ、ベト

ナム、フィリピンの順となっており、外国人犯

罪の増加も懸念されるところであります。

それでは、特別委員会資料の１の現状の中の

（２）県内の国際海空港の状況に戻ります。

アの国際空港である宮崎空港においては、ソ

ウル線、台北線の国際定期便が就航しており、

今後ますます外国人の来県が容易になることが

予想されます。

イの国際港であります油津港と細島港につい

ては、ここ数年、大型外国クルーズ船が多数来

航しており、県の港湾課の統計によりますと、

平成29年には合計30隻が、平成30年には合計９

隻が本県に寄港しており、１回の寄港で数千人

単位の外国人が上陸し、県内各地を観光してい

る状況です。

また、県の施策である油津港のファーストポ

ート化が実現すれば、さらに外国人観光客の増

加が予想されます。

次に、特別委員会資料の２の課題と対策につ

いて御説明します。

不法滞在外国人対策の必要性については３点

挙げております。

まず、（１）の技能実習生の失踪事案の増加に

ついてであります。

別添資料の下段をごらんください。

県内の技能実習生は年々増加傾向にあります。

技能実習生の増加に伴い、技能実習生の失踪事

案についても全国で増加傾向にあり、本県にお

きましても増加傾向にあります。失踪した技能

実習生は在留期限が切れて不法残留の状況とな

ると、日本の表社会で生活ができないことから

犯罪に手を染める可能性が十分にあります。こ

れに対して県警では、犯罪の未然防止のため、

技能実習生を抱える企業に対して管理者対策や

各種会合での失踪防止講話を実施しております。

特別委員会資料の２に戻りますが、（２）の偽

造在留カードの流通について御説明いたします

と、失踪した技能実習生はにせの身分証明書と

して精巧な偽造在留カードを入手し、日本国内

に潜伏していると思われます。この対策として

は、外国人に対する職務質問の強化及び管理者

対策を推進しております。

（３）の外国クルーズ船からの失踪事案への

懸念について御説明いたします。

外国クルーズ船の寄港は、本県観光に寄与し、

大いに歓迎するところではありますが、全国的

に外国人客が失踪する事案が散見されており、

その失踪外国人の中にテロリストが紛れていな

いか懸念されるところであります。この失踪事

案については、犯罪及び国際テロの未然防止の

ため、入管等関係機関と連携した情報交換や訓

練を実施しております。

次に、近年における本県での出入国管理及び

難民認定法違反の検挙事例を説明いたします。

特別委員会資料の３をごらんください。

（１）は、日南市油津港におけるエジプト人

５名におけるクルーズ船からの失踪事案対応で

令和元年６月24日（月曜日）
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す。

同クルーズ船は約4,600人の観光客を乗せた大

型クルーズ船であり、中国の上海港を平成29年

４月12日に出港し、日本各地を寄港して、日本

での最後の寄港地として同月16日に日南市油津

港に入港しました。問題のエジプト人５名は、

宮崎市内までツアーバスで移動しましたが、予

定時間になっても帰りの待ち合わせの場所に来

ないことから、失踪事案として初動対応してお

ります。その後の捜査により、同人らは船舶観

光上陸許可で上陸したものであり、上陸許可証

に記載された期間と行動範囲でしか観光できな

いにもかかわらず、兵庫県姫路市まで移動して

いることが明らかになり、兵庫県警姫路警察署

において出入国管理及び難民認定法違反の船舶

観光上陸許可中の逃亡で通常逮捕しました。本

事案を教訓に、関係機関との官公庁連絡会議を

開催するなど、一体となった連携が強化された

ところであり、引き続き、外国クルーズ船から

の失踪防止対策を一層推進してまいります。

次に、（２）のベトナム人技能実習生の偽造在

留カード行使及び不法残留事案について説明い

たします。

この事案は、ベトナム人女性が技能実習生の

在留資格で日本に上陸し、実習先から失踪した

後、宮崎で発見されたことから、不法残留で平

成30年１月22日に現行犯逮捕しました。さらに

は、アルバイトの面接のため、インターネット

で購入した精巧な偽造在留カードを使用してい

ることが判明し、再逮捕しております。また、

同年５月28日にも別のベトナム人女性を同様に

不法残留で現行犯逮捕していますが、アルバイ

トの面接のためにインターネットを利用して偽

造在留カードを入手していることが判明したこ

とから、再逮捕しております。いずれのベトナ

ム人も日本でお金を稼ぐことが目的でありまし

た。

次に、（３）の中国人技能実習生の偽造在留カ

ード収受未遂事案について御説明いたします。

これは本年の事件で、福岡入国管理局からの

通報を端緒に、技能実習生の中国人女性が中国

のスマートフォンアプリで偽造在留カードを注

文し、中国から航空小包で郵送してきて、本人

に届く前に収受未遂で本年３月28日に通常逮捕

しました。中国人女性は動機について、働くた

めに偽造在留カードを取り寄せた旨の供述をし

ております。

収受しようとした偽造在留カードは非常に巧

妙なものであり、一見して本物と見分けが困難

なものでありました。この本県初の偽造在留カ

ード収受未遂という事件検挙により、偽造在留

カードが容易に入手できる実態が明らかとなり、

本県居住の外国人及び関係者に対して大きな警

鐘を与えることができたと思っております。

最後に、特別委員会資料の４の現在取り組ん

でおります国際テロ対策について御説明します。

イスラム過激派組織ＩＳＩＬの影響を受けた

と見られるテロ事件が世界中で発生している状

況であり、我が国もその標的として名指しされ

ており、テロ対策が重要な課題となっておりま

す。本県警察としては、国際テロ対策としてテ

ロ関連の情報収集・分析を図っており、水際対

策についても、入管等関係機関と連携しながら、

不審外国人の入国の際の対処策について合同訓

練等を強化しております。

また、テロの標的になりやすい重要施設及び

大規模集客施設については、施設管理者等と連

携したソフトターゲット対策を実施しており、

爆発物等の原料となり得る化学物質等取扱店及

びその事業者、学校等に対しましては、保管・

令和元年６月24日（月曜日）



- 5 -

管理の徹底をお願いしております。

さらに、テロリストが活動拠点として利用す

る可能性のあるホテルや民泊については、本人

の確認の徹底をお願いし、移動手段や自動車使

用のテロに利用する可能性があるレンタカーに

対しても、業者に不審情報の通報を依頼してい

るところであります。

今後ますます宮崎県も国際化が進み、本県に

居住する外国人並びに本県を訪れる外国人旅行

者及び外国人技能実習生が増加することが予想

されます。警察としても引き続き来日外国人に

対する諸対策を推進するとともに、違法事案に

対する取り締まりを徹底し、日本人、外国人の

区別なく、安全・安心に生活できる宮崎を目指

してまいります。

以上です。

○西村委員長 以上で説明が終わりました。

御意見、御質疑がありましたら、発言をお願

いいたします。

○山下委員 今、いろいろ説明をいただきまし

たが、問題は、外国人に対しては、行方不明に

なる、いなくなるという点が一番問題であろう

と思うんです。私が一番思うのは、各外国から

の送り出し側、それと、こちらの受け入れ監理

団体が２つあって外国人の人たちが来るわけで

すけれども、私が聞くところによると、しっか

りした送り出し側があると、そこでちゃんと日

本語の教育をして日本に送り出す。受け入れ監

理団体もしっかりしたところであれば、日本に

来て１カ月なり日本の風習とかいろんなことに

ついて教育し、そして、送り出し側の企業に行っ

た後は、受け入れの監理団体が一月に１回ぐら

いはちゃんと管理といいますか、監視をして回

り、いろんな悩み事を聞くと、そういうような

流れのところもあるわけですけれども、逃げる

ところの話を聞くと、送り出し側にブローカー

がおって、大体アジアのほうでは教育費や交通

費ということで二、三十万の借金を起こしてく

るわけですね。ブローカーが入っているところ

はややもすると200万も300万もそこで借金を負

わせるらしいんですね。それで日本に来るもの

ですから、３年間や５年間で稼げないというこ

とで逃げ出して、例えば、九州に来た人が東京

あたりに行って裏社会みたいなところで働いて

金を稼ぐというようなことも言われるんですけ

れども、日本の受け入れ監理団体が、私はそう

いう逃げる子たちは同じ受け入れ団体からの人

たちが多いんじゃないかなと思うんですけれど

も、そこらあたりの連携といいますか、そうい

う統計はなされていないものですか。

○小野警備部長 残念ながら、県警のほうで技

能実習生に特化した行方不明に関しての統計と

いうのはとっておりませんので、そのあたりの

問題点をこの場でお答えすることはできません。

○山下委員 今、報告があったように、全国で

見ますと７万4,000人もの人が逃げているという

ことは、先ほど言われたように、いろんな犯罪

につながるケースというのはすごく心配される

わけです。ですから、なかなか今は答えられな

いということなんですけれども、私が言いたい

ことは、国内の受け入れ監理団体で指導が徹底

できないようなところは、資格を取り消すとい

うことをやっていかないと減らないと思うんで

す。聞くところによると、福岡あたりでもタコ

部屋みたいに狭いところに10人も20人も入れ込

んで、そこから働きに出すとか、そういうよう

な事案も聞くわけなんですよ。ですから、管理

するところがしっかりしていれば、こういうも

のは減っていくんだと思うんですけれども、そ

こが金もうけに走るとこういうことがややもす

令和元年６月24日（月曜日）
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ると多くなるんじゃないかなと心配するもので

すから、そこらあたりを全国的にやっていかな

いと、今言われるように、宮崎県の場合は、逃

げた者についてはうまいぐあいで全てが解決し

ているような状況のようなんですけれども、全

国的には何万人もおるというようなことになる

と非常に心配されますよね。ですから、宮崎県

だけではやれないことだと思うので、そういう

ことは全国的な提案としてぜひやっていただき

たいなと思います。

○田口委員 今の不法残留外国人の経緯ですが、

今は７万人近くいるという数字が上がっていま

すけれども、この７万4,000人の不法残留になっ

た要因が何かというのはわかっていないんです

か。

○小野警備部長 申しわけありませんが、法務

省所管のところという認識でおりまして、行方

不明者に関しましての要因というのは残念なが

ら把握しておりませんが、この７万4,167人、平

成31年１月１日現在ですが、最も多いのが短期

滞在で４万7,399人、次いで技能実習生が9,366

人、留学生が4,708人、特定活動が4,224人、日

本人の配偶者等が2,946人ということで、観光等

で訪れた外国人が行方不明になる事案が最も多

いということがうかがえます。

○田口委員 正確かどうかはわからないですけ

れど、これは警察に聞くことじゃないかもしれ

ないけれども、技能研修生が日本に来るときは、

契約したところから途中で転職とかはたしかで

きないんですよね。

○小野警備部長 おっしゃるとおりです。転職

はできません。また、引っ越しも原則としてで

きませんので、そういった意味では、所在不明

になった時点におきましてもう資格が剥奪され

るということで、通常は、発見した場合は在留

資格が取り消されまして強制送還ということに

なろうかと思います。

○田口委員 ということは、受け入れ側の待遇

が悪かったり、例えば、まさに待遇とか、今は

スマホがありますから簡単に情報交換ができて

そっちのほうがいいなと。しかし、転職できな

いということで不法にいなくなるというのが多

いというふうに聞いているんですけれども、やっ

ぱり本県もそのような傾向なんでしょうね。

○小野警備部長 いなくなる人物につきまして、

どこらあたりで一番不法残留者が発見されてい

るかというと、東京を初め、関東地区で全体の

約８割が発見されておりますので、委員が御指

摘のように、処遇面が合わなかったという理由

で収入の多い都会へ流入している可能性は否定

できません。

○田口委員 これはもう最後の感想ですけれど

も、去年、私はインドネシアのジャカルタにあ

る日本・インドネシア協会のジークという、日

本に向こうの技能実習生を送り出す学校といい

ますか、３カ月間、徹底的に日本語とか習慣を

教えて送り出すところに行ったんですが、その

ときにも言われたのが、日本だから行くという

時代じゃもうなくなりつつありますよと。韓国、

中国、台湾はかなり待遇がよくなってきていて、

そっちの面で日本は敬遠される時代が来るよう

になると。そういう意味では、外国人人材を今

からたくさん日本や宮崎に入れようと思ったら、

待遇を改善していかないと、搾取するような対

象として連れて来ていたのでは、宮崎でも人材

確保さえも難しくなってくる時代がだんだん来

ているんだなと思っております。というのがイ

ンドネシアで話を聞いた実情でした。

以上です。

○星原委員 先ほど、外事課長の説明にありま

令和元年６月24日（月曜日）
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した県内の技能実習生数ということで、平成30

年６月で2,631名、法務省ということでここまで

数字が出ていて、法務省から県のほうにこれだ

けの技能実習生が宮崎に今いますよという内容

の報告があって、それについて警察としてはちゃ

んと把握されているんですか。どこの企業とか、

どういうところにとかというのは大体把握され

ているものなんですか。されていないんですか。

○河﨑外事課長 情報提供は実際のところなさ

れておりません。

○星原委員 ということは、2,631名自体も本当

に県内に技能実習生としているかどうかも確認

はできないわけですよね。もうそうなってくる

と、県内での企業に問い合わせして何名かとい

うことをそれぞれお聞きして、それから上がっ

てくる数字とこの数字が合うのかどうか、そう

いう点の確認とかというのはされていないもの

なんですか。

○河﨑外事課長 示しております数については、

入管とかが公表している数字を上げております。

公表を受けていない数についてはわからないの

が現実でございます。

○星原委員 そうすると、2,600名いるかどうか

はわかりませんが、都城とか、宮崎とか、延岡

とか、日向とか、そういうところに大体どれぐ

らいが実習生として来ているということは各警

察署も把握していないというふうに見ていいん

ですか。

○河﨑外事課長 実際は把握しておりませんが、

通常の警察活動を通じて把握するように努めて

おります。

○星原委員 そういう中で、先ほど最後のほう

で説明がありましたが、今後、国際テロの対策

までひっくるめて、来年はオリンピックもあっ

て外国から見える人が多分非常に多くなると思

うんですよね。そうした場合に宮崎県警として

は、各警察署に外国人に対して対応できる署員

が配置されているものなんですか。どうなんで

すか。

○小野警備部長 警察官に語学が堪能かという

ことでのお尋ねでしょうか。それとも、そういっ

たノウハウを有しているのか。どちらのほうで

しょうか。

○星原委員 ノウハウです。今、外国から2,000

万人というのが、これから3,000万人とか4,000

万人を目標にしているということになってくる

と、これからの観光客もそうですし、技能実習

生もそうですし、不法滞在している人とか、い

ろんなことを考えた場合に、宮崎県内でそうい

ういろんな問題が起きないように、あるいは問

題が生じたときにすぐ対応できる署員の確保が

それぞれの警察署ごとにとか、県全体でどうい

うふうに対応したらいいかという検討をされて

対応できる人たちがいらっしゃるのか、どれぐ

らいの数になっているのか、その辺を知りたい

ものですから。

○小野警備部長 数という点では若干難しいこ

とがあろうかと思いますが、外国人対策といい

ますと、本日、ここに執行部が来ておりますが、

警備部以外に生活安全部、交通部、刑事部、警

務部、全ての部にまたがっておりますので、施

策がそれぞれ異なります。通訳等につきまして

は警務部のほうで管理していましたり、諸外国、

外国人の対策ということであれば刑事部の組織

犯罪対策課と外事課が協働してやっております。

その中身といいますのは、日本に共生していた

だくという趣旨が一番であります。要は、不法

滞在をしまして、そういった外国人のグループ

が組織化して犯罪を招くおそれもあります。ま

た、地域コミュニティー的になかなか日本人が

令和元年６月24日（月曜日）
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踏み入れられないような地域をつくってしまっ

ても問題がありますので、そういった意味で日

本になじんでもらうということでの対策を広く

警察全般にわたって推し進めているところであ

ります。また、そのほかに、不良外国人と言わ

れるように、犯罪を犯すおそれのあるグループ

等もおります。これは、日本人と外国人の区別

なく、そういう虞犯性のある部分につきまして

は、警察として事件捜査で徹底的に検挙してい

くという方針であります。

○星原委員 最後にしますが、要するに、県民

が安心・安全ということで生活できる環境にあ

るように、日々の中でいろんな情報収集したり、

いろんなことをすることで、そういう対応・対

策を考えていただければというふうに思います

ので、そういう面についてこれから多分年々ふ

えていくことはもう間違いないわけですよね。

我々県内の企業においても、今、人手不足とい

うことで外国の方を雇い入れないと企業が成り

立たない分野まで出てきておりますので、今後

はよりふえていくと思いますので、その辺の対

応については、今後またいろいろな角度から検

討していただければというふうに思います。

○山下委員 今の関連ですけれど、私は10年ぐ

らい前から技能実習生を受け入れているんです

が、私は川南ですから高鍋署なんですね。うち

の場合は、来ましたら必ず高鍋署に本人も一緒

に連れて行って、こういうことで３年間技能実

習をしますと。川南の交番のほうにも届けます。

そうしますと、おたくはどこの駐在所の管轄で

すからといわれると、その駐在所も行きます。

それくらい丁寧にやっていますよ。だから、私

は把握できないというのがちょっとどうなのか

なと思ってびっくりしたんですけれども、多分、

私どもの国内の受け入れ団体のほうはそういう

指導でちゃんと警察署に届け入れをして、さっ

き言われたように、どこどこにちゃんと住居を

構えて研修しますという報告はしておりますよ。

○福永警務課長 先ほど御質問のありました受

け入れ団体の関係で、そこを通して研修生が把

握できていないというところは御指摘のとおり

の部分もあるかと思います。私の経験での話で

申しわけないんですけれども、西都、高鍋署に

副署長で勤務していたころがありますけれども、

山下委員が言われたように、それぞれ地域の警

察官が巡回連絡で事業所を回ったりしていろい

ろ把握には努めております。ですから、全く手

放しで把握ができていないというような状況で

はございません。派遣先のところの方とは連絡

をとりながら、必要によっては実習生の防犯指

導をしたり、交通ルールの指導をしたりという

ような形で警察署のほうでは対応しております。

○来住委員 いろいろな文献を読んでみると、

ベトナムなどから実習生でみえる方々が、日本

円で80万円とか100万円ぐらいの借金を抱えてお

みえになるので、実際、日本に来て働いている

ところで失踪した人たちの多くが最低賃金で、

最低賃金を払ってもらえればまだいいんですけ

れども、残業しても残業代が出ないとか、だか

ら、全然最初の計画とは違って返済ができなく

なって失踪するという事件がいっぱいあるんで

すが、確認ですけれども、ベトナムの実習生の

方が、アとイ、平成30年１月22日と５月28日で

すが、このベトナム人の方は宮崎県で実習され

ていた人なんでしょうか。それとも、県外で実

習した人が宮崎県で皆さんのお世話になったと

いうように理解していいのでしょうか。

○河﨑外事課長 この２件の事件に関しては、

２件とも県内です。県内から逃げてきたという

か、移動してきて、飲食業がないかということ

令和元年６月24日（月曜日）
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で来ております。済みません、アについては県

内ですが、イについては福岡からです。済みま

せんでした。

○来住委員 ちなみに、県内のベトナムの失踪

したこの女性は農業関係の実習だったんでしょ

うか。それとも、縫製だとか、それがわかれば

教えていただきたい。

○河﨑外事課長 農業法人に来ております。

○来住委員 わかりました。

○外山委員 今、日南でもいわゆる農業従事者、

畜産業者、介護事業者までが独自でグループを

つくってベトナムの人材派遣の学校に行ったり

するんですね。受け入れ側と受け出し側がいろ

いろなことをやって出すんでしょうけれども、

その中で、実習生は一生懸命頑張ろうというこ

とを最初はとりあえず言っておきながら、どこ

かに失踪しようという目的で来る人もいるわけ

ですよね。その辺の見きわめが非常に難しくて、

それで労働者として受け入れるんだけれども、

実はいろんな中では反社会勢力とつながりも

あって、逃げるというか、失踪することを前提

に入る外国人も非常に多いと聞いています。そ

の中で、偽造在留カード、これは例えばベトナ

ムだったらベトナムでつくって来るのか、日本

にそういうつくるところがあるんですか。偽造

する組織とかがあるですか。ベトナムでつくっ

てくるんですか。

○河﨑外事課長 これは全国の案件ですけれど、

平成26年３月３日に、愛知県名古屋市において、

中国人が自宅のパソコンで偽造在留カードを製

造していたという罪で逮捕されております。平

成31年１月11日には、埼玉県川口市のワンルー

ムマンションでも中国人が偽造在留カードを製

造していたという罪で検挙されております。

○外山委員 ということは、偽造カードをつくっ

てあげながら、お金も取りながら、いろいろ逃

げることもあっせんしているという組織がある

んでしょうね。

○脇谷委員 確認なんですけれども、全国の不

法残留外国人が７万4,000人で、関東地区で８割

が発見されているとおっしゃいましたけれども、

県内には何人ぐらいいらっしゃるかがわからな

いということなんでしょうか。つまり、法務省

からなんでしょうけれども、国のほうから県内

に不法残留外国人がいますよという情報は入っ

ていないということでいいんですね。

○小野警備部長 全国の入管が、更新に来なかっ

た人間の数を統計上で出しているということで

すので、いなくなった人間がどこにいるかは警

察も入管も把握しておりませんので、都道府県

ごとに分類することは不可能かと思います。

○脇谷委員 県内の管理者にどれくらい外国人

の方がいらっしゃるかというか、技能実習を受

け入れている管理者の把握はされていないとい

うことでよろしかったですね。

○河﨑外事課長 先ほども説明があったとおり、

正確な数というのはなかなかわかりにくいと思

います。先ほど警務部参事官が言いましたとお

り、通常の活動を通じて把握には努めておりま

すけれども、正確な数というのはこちらのほう

ではなかなかわからない状況でございます。

○脇谷委員 この課題と対策のところの偽造残

留カードの流通などの対策として、職務質問の

強化だとか、あるいは管理者対策ですかね、そ

ういったことをおっしゃいましたけれども、こ

れはどういうふうな形でされようとしているん

ですか。

○河﨑外事課長 職務質問については、警察官

に対して職務質問要領を示し、在留カードの見

方などを共有しております。企業については、
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企業で外国人の方を集めたときに、そういうこ

とをしないようにとか、注意喚起をやってもら

うようにこちらから指導しております。

○脇谷委員 ということは、全体的に把握はし

ていないけれども、今、わかっているだけの企

業に対してそういった勉強とかをしてください

よということを言っていらっしゃるということ

でいいんですかね。

○河﨑外事課長 そのとおりです。さっき言い

ましたとおり、職務質問を強化して、外国人に

職務質問をして在留カードの確認をしっかりや

るということで対応しております。

○脇谷委員 最後に、管理者もこれから把握に

努めたいということもあるんですかね。例えば、

管理者の企業の全部は把握していないというこ

となんですけれども、その把握も今後は努めて

いきたいという感じですか。つまり、全部は把

握していない。だけれども、管理者に対しては

徹底した教育もやっていってくださいよという

ふうに勉強会もしてくださいと言っている。だ

けれども、全部は把握していないということは、

管理者もやっぱり把握していかなきゃならない

という思いはあるんですかねということなんで

すけれども。

○河﨑外事課長 その思いはあります。正確な

数が出ればいいんですけれど、今は出ない状態

で、警察ができることは一生懸命やっていきた

いと思います。

○井上生活環境課長 管理者側の対策として、

生活環境課では、不法就労助長罪というのがご

ざいまして、例えば、企業とかそういうところ

に限らず、風俗店、飲食店、ここらあたりに偽

造カードで働いている、あるいは、本来は働け

ないのに、就労資格がないのに不法就労で働い

ているというところで取り締まりをやっており

ます。過去５年間ですけれども、平成27年と平

成30年に１件ずつ、飲食店で偽造カードを使っ

て働いていたホステスを雇っていたという不法

就労助長罪で検挙した事案がございます。

○西村委員長 ほかにいないでしょうか。あり

ませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ほかの質問がないようでしたら、

これで終わりたいと思います。

執行部の皆さんは御退席いただいて結構です。

お疲れさまでした。

暫時休憩いたします。

午前10時46分休憩

午前10時48分再開

○西村委員長 それでは、委員会を再開いたし

ます。

本日は、教育委員会に御出席いただきました。

初めに、一言御挨拶を申し上げます。

私は、この特別委員会の委員長に選任されま

した日向市選出の西村賢でございます。この１

年間、当委員会の調査活動に御協力いただきま

すようにお願いを申し上げたいと思います。

次に、委員及び執行部の皆様方の紹介につき

ましては、それぞれお手元に配付の委員名簿と

配席表にかえさせていただきたいと思います。

それでは、早速でございますが、概要説明を

お願いいたします。

○日隈教育長 おはようございます。教育長の

日隈でございます。本日はどうぞよろしくお願

い申し上げます。

委員の皆様には、本県教育の振興につきまし

て、日ごろより御理解、御支援を賜っておりま

すことを改めてこの場をお借りして御礼申し上

げます。ありがとうございます。
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本日の特別委員会の関係でございますけれど

も、委員の皆様も御承知のとおり、本格的な人

口減少、そういった状況の中で、本県におきま

しても若者の県内定着を促進していくというこ

と、あるいは、宮崎の将来を担う産業人材を育

成・確保していくことが喫緊の課題であろうと

いうふうに考えております。産業人材の確保は

もとよりでございますが、これからの将来を考

えますと、産業をつくっていく、いわゆる創業

であるとか、あるいは起業の部分、あるいはイ

ノベーションで新しいマーケットを開拓してい

く、そういった意欲のある人材を育成していく

ことが何よりも大事ではないかというふうに考

えております。そういう意味におきましても、

今後、取り組むべきは、我々といたしましては

思い切った教育の充実ではないかというふうに

考えております。これからの将来を担う子供た

ち、生徒たちをしっかり育成していくことが我

々の使命であるというふうに考えております。

教育委員会といたしましては、庁内の各部局

はもとより、市町村教育委員会とも十分連携を

とりまして、本県の教育の充実にさらに取り組

んでまいりたいというふうに考えておりますの

で、西村委員長を初め、委員の皆様方には、今

後とも御理解、御支援を賜りますよう、よろし

くお願いいたします。

それでは、ここからは座って御説明させてい

ただきます。

本日御報告させていただきます項目につきま

して御説明いたします。

お手元にお配りしております産業人財育成・

外国人雇用対策特別委員会資料の表紙の下の目

次をごらんください。

本日御説明いたします事項は、本県のキャリ

ア教育推進の現状についてでございますけれど

も、本特別委員会から御指示のありました本県

のキャリア教育の推進について、２つ目が小学

校のキャリア教育の取り組みについて、そして、

３つ目としまして職業系県立高等学校のキャリ

ア教育の取り組みについての３項目について、

これから御説明いたします。

冒頭、私のほうからは以上でございますが、

内容につきましては担当課長から説明させます

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

○児玉高校教育課長 それでは、特別委員会資

料の１ページをお開きください。

まず、１、本県のキャリア教育の推進につき

まして御説明いたします。

（１）のキャリア教育の目標でありますが、

児童生徒一人一人の社会的・職業的自立に向け、

必要な基盤となる能力や態度を育成することと

しております。

次に、（２）基本方針でありますが、①から③

まで３つ挙げております。１つ目は、小・中・

高校の一貫性を考慮し、縦の連携を図りながら、

発達段階に応じたキャリア教育を進めること、

２つ目は、体験的・実践的キャリア教育を推進

する観点から、学校と家庭・地域社会・企業等

との横の連携を図りながらキャリア教育を進め

ること、３つ目は、宮崎県の産業、地域性に配

慮し、宮崎県独自の課題やニーズに対応したキャ

リア教育を進めることであります。

次に、（３）の本県のキャリア教育の全体像で

ありますが、これは、先ほどの（２）基本方針

をイメージ図として示したものであります。こ

の図を見ていただきますと、まず、縦の連携と

して、図の下のほうから小学校・中学校・高校

の一貫した取り組みを示しており、おのおのの

発達段階に応じた達成事項等を四角囲みの部分

に記載しております。例えば、小学校では、「自
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分や他者への積極的関心を持つ」という達成事

項に対して、係活動や日直、清掃活動、中学校

では、「自己肯定感や自己有用感を獲得する」と

いう達成事項に対して、生徒会活動やボランティ

ア活動、高校では、「将来設計を立て、社会へ出

る準備を行う」という達成事項に対して、イン

ターンシップなどに取り組むこととしておりま

す。

また、図の真ん中から少し下の部分には、横

の連携として、学校が地域・家庭・企業とつな

がるイメージを示しております。

資料の２ページをごらんください。

（４）キャリア教育の取り組みでありますが、

丸印で４つお示ししております。

１つ目は、県民総ぐるみ教育推進研修会への

取り組みでありますが、これは、県全体でキャ

リア教育に対する機運を高める観点から、県内

７地区で小・中・高の教職員や企業・社会教育

関係者などが一堂に会し、地域人材を活用した

公開授業や実践発表、協議を通して、県民総ぐ

るみによるキャリア教育の推進を図るものであ

ります。

２つ目は、本県のキャリア教育の中心的な機

関である宮崎県キャリア教育支援センターの活

動を挙げております。キャリア教育支援センタ

ーは、平成28年に県の教育研修センター内に開

設したもので、２名のコーディネーターを配置

し、各学校への支援や、学校と地元企業や地域

をつなぐ役割を担っております。

具体的な活動としましては、まず、①の研修

の支援ですが、学校の教職員や市町村教育委員

会の職員に対し、キャリア教育への意識や技量

を高めるための講演会やワークショップ形式の

演習等を行うことで、職員の資質向上を図って

おります。

②の教育活動への支援については、学校で実

践的・体験的な取り組みを進めるために、外部

講師や外部団体等を活用する際の適切な人材や

団体の紹介や多様な実践方法等のノウハウにつ

いて助言を行っております。

③のその他の支援としては、県教育研修セン

ターのホームページ内にキャリア教育支援セン

ター通信を掲載したり、実践事例集を作成した

りして、キャリア教育の推進につながる情報提

供を行っております。

また、現在、各市町村においては、日向市、

延岡市、小林市、高鍋町の各商工会議所内にキャ

リア教育支援センターが開設されておりますが、

それ以外の市町村については、県のキャリア教

育支援センターのコーディネーターが市町村で

の立ち上げ支援に取り組んでおり、今回の６月

議会の補正予算で提出した新規事業におきまし

て、そのコーディネーターの数を増員し、全市

町村にキャリア教育推進体制を確立させるため

の支援を行うこととしております。

３つ目は、児童生徒たちに宮崎で働くことの

魅力を伝えるために、県内で活躍されている方

々を紹介した「夢・チャレンジみやざきの志事

人」という動画教材を作成して、県内全小・中

・高校に配布しております。

最後に、４つ目でありますが、児童生徒のキャ

リア教育の機会の充実を図る観点から、アシス

ト企業による教育協働活動として、職場見学・

職場体験等に協力いただける企業を募って企業

バンクとして登録し、学校等の求めに応じた取

り組みに協力いただいております。

以上のような取り組みを通して、県内のキャ

リア教育の充実に努めているところでございま

す。

説明は以上です。
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○東義務教育課長 続きまして、小学校のキャ

リア教育の取り組みについて御説明いたします。

資料の３ページをごらんください。

先ほど、高校教育課長より説明いたしました

とおり、現在、４つの市町にキャリア教育支援

センターがございますので、小学校の取り組み

につきましては、キャリア教育支援センターの

ある地域の取り組みとセンターのない地域の取

り組みについて紹介させていただきます。

まず、市町村のキャリア教育支援センターを

活用した日向市と延岡市の小学校の取り組みを

紹介させていただきます。日向市も延岡市もキャ

リア教育支援センターが学校と事前打ち合わせ

を行って、学校の要望に合った「よのなか先生」

と呼ばれる企業や地域の方々とマッチングを行

い、「よのなか教室」という名称でキャリア教育

を推進しております。

資料の上段は、日向市立財光寺小学校の取り

組みであります。右上の写真は、「よのなか先生」

として、「はまぐり碁石の里」の代表の方に、日

向の伝統を守り続けていくことの大切さについ

て講話をしていただいている写真であります。

日向市のハマグリや碁石生産の歴史・現状など

について、小学生にもわかりやすく説明してい

ただいたと伺っております。その際、日向産ハ

マグリの減少などにより経営の危機に直面した

ときに、海外展開の視点を取り入れて危機を乗

り切ったというお話を伺い、苦難に立ち向かい、

乗り越えて今に至っている大人の姿を子供たち

に見せていただいたと聞いております。講話の

後は、左下の写真にございますように、職人歴50

年の職人さんの指導のもと、子供たちが実際に

ハマグリの手ずり体験を行い、伝統技術のすば

らしさを学んだところであります。子どもたち

は、ふるさと日向や特産品に対する思いや、そ

れに向き合う大人の姿に心を動かされたという

報告を受けております。

資料の下のほうは、延岡市立恒富小学校の取

り組みであります。この２つの写真は、先ほど

の説明にもありました県民総ぐるみ教育推進研

修会での公開授業の様子です。延岡市で活躍す

る方を「よのなか先生」として招き、子供たち

のインタビュー形式での学習を行っている写真

であります。学校との事前打ち合わせを行い、

仕事のことについてだけではなく、ふるさと延

岡で働き、暮らすことの魅力も語っていただい

たと聞いております。この学習では、子供たち

から疑問に思ったことなどをインタビュー形式

でする学習も取り入れているため、「よのなか先

生」と語り合いながら学ぶことができたと聞い

ております。子どもたちは、ふるさと延岡に対

する大人の思いだけではなく、地元延岡で働く

喜びについても知ることができたという報告を

受けております。

続きまして、４ページをごらんください。

キャリア教育支援センターが設置されていな

い市町村におきましても、それぞれの小学校に

おいて、児童や地域の実態に応じたキャリア教

育に取り組んでおります。一例として、宮崎市

立学園木花台小学校の取り組みを紹介いたしま

す。

資料上段の構想図にありますように、キャリ

ア教育で目指す児童の姿を明確にした上で、全

職員が共通理解し、各学年で核となる体験活動

を設定し、低学年は生活科という授業を中心に、

中学年以降は総合的な学習の時間という時間を

中心に計画しております。特別支援学級の子供

たちも、子供たちの障がいの種類や実態に合わ

せまして、自立活動という時間に体験活動等を

計画しております。
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下の写真は、６年生の「夢プロジェクト～未

来に輝くための自分さがし～」という学習の中

で子供たちが活動している写真であります。年

間70時間、週にいたしますと２時間程度をかけ

て、さまざまな職業人の取材活動、体験活動な

どを通して、働くことの意味についての理解を

深め、自分の将来や現在の自分の役割、生き方

等を考える学習を位置づけております。６年生

の学習では、学習の核となる体験活動といたし

まして、地域の野菜づくり名人と一緒に学ぶ白

菜栽培や、自分たちでアドバイスを聞きながら

考え実行する白菜販売を設定しております。右

上の写真は、児童が畑で台風被害が出た白菜の

様子を調べている写真でありますが、プロの知

恵を使って困難に立ち向かう名人とともに白菜

を育て上げる経験をしていくことになります。

左下の写真は、どうすればたくさん売れるかな

ど、自分たちで販売方法を考えた上で販売して

いる写真です。右下の写真は、自分たちで考え

た販売方法がどうだったのかを検証するために、

お客さんにアンケートをお願いしている写真で

あります。この学習を通しまして、子供たちは

郷土を愛する心や働くことの喜び、大切さを学

ぶとともに、大人の姿を見て課題解決に向けて

努力することの大事さも学ぶことができたとい

う報告を受けております。

以上３つの事例を挙げましたが、県内の小学

校におきましては、地域・学校の実態に合わせ

て、保護者、地域、企業と幅広い横の連携を図

りながら、子供たちが将来の夢や希望を持つこ

とができるようなキャリア教育に取り組んでい

るところでございます。

○児玉高校教育課長 続きまして、職業系県立

高等学校のキャリア教育の取り組みについて御

説明いたします。

資料の５ページをごらんください。

それでは、工業高校の取り組みから御説明い

たします。

工業高校では、地元の関係団体や企業と連携

することで、さまざまな体験や実習を行うこと

が可能となっており、そのことが生徒のキャリ

ア形成に大きな役割を果たしております。

では、主な取り組みについて紹介します。

最初に、延岡工業高校と日向工業高校の２校

でありますが、２校とも１年生を対象に、生徒

と年齢の近い若手社員や企業経営者、卒業生等

を招き、関連ある学科において、仕事の内容、

働く喜びや苦労、高校生のうちに身につけるべ

き力などについて話をする「教えて先輩」とい

う取り組みを行っております。さらに、年１回、

２校合同で、主に県北企業を招いた県北企業説

明会を２年生を対象に実施しております。この

説明会では、学校内の体育館や教室に各企業が

コーナーを設け、生徒は１企業あたり約20分の

説明を４社程度聞いて回ります。また、説明会

の前に、生徒全体を対象に働くことに係るパネ

ルディスカッションを行うこともあります。こ

れらの取り組みにつきましては、県工業会県北

地区部会に企業の選定や実施の支援を受けてお

り、10年以上続けているところであります。ま

た、昨年度からは、宮崎工業高校や佐土原高校

でも同様の説明会が行われ、本年度からは、都

城工業高校でも実施が予定されております。

次に、宮崎工業高校の取り組みです。県建設

業協会と県建築協会の加盟企業の従業員30名と

建築科の１年生40名が昨年度から交流会を実施

しております。この交流会では、従業員の方が

１年生全員に対して仕事上の体験談を話し、そ

の後、生徒と従業員の方が７つのグループに分

かれて意見交換を行っております。
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最後に、都城工業高校の取り組みであります。

電気工事業協同組合の技術者の方と電気科の２

年生40名が仕事の内容や必要な資格等について、

年に１回、グループディスカッションを行って

おります。

続きまして、農業高校の取り組みであります。

農業高校では、学校での学びに加え、実際の

生産現場での長期研修の実施がより実践的で専

門的な技術を習得することにつながっており、

進路選択にも大いに役立っているところであり

ます。

それでは、最初に、都城農業高校であります

が、平成28年度から本年度まで、都城市、三股

町、鹿児島県曽於市、ＪＡ都城、ＪＡ曽於の協

力のもとに、地元農家や関連企業等での研修を

実施しております。この研修は、農業科、食品

科学科、畜産科の３学科で実施しており、半年

間で12回程度の研修を行っております。

次に、高鍋農業高校では、フードビジネス科

の新設に伴い、平成27年から２年生の校外実習

として地域の事業所で長期研修を始めました。

実施に当たっては、地元の商工会議所の協力に

よる食品製造や流通販売等のフードビジネス関

連事業所での研修としています。期間としまし

ては、１回につき４時間、年間12回程度、１つ

の事業所で約半年間の実習を行っております。

続きまして、商業高校の取り組みです。

商業高校では、コミュニケーション能力を高

めることに力を注ぎ、人と社会にかかわる体験

を積み重ねることで、勤労観、職業観の育成の

みならず、みずからの役割を見出すことに努め

ております。

宮崎商業高校では、毎年12月に校内で開催し

ている「宮商マーケット」という取り組みの中

の一つとして、１年生全員が小学生約150人を対

象に「キッズビジネスタウン」という小学生の

職業体験を実施しております。毎年多くの小学

生の申し込みがあるため、宮崎市内の小学校12

校程度を対象に募集をしているところでありま

す。

次に、都城商業高校の取り組みです。３年生

が週２時間程度の課題研究の時間を利用して、

地元企業と連携し、商品開発と販売を行ってお

ります。代表的な取り組みとしては、都城市の

朝市への出店や、お菓子のふくやと協力して製

作した「おいもなか」や「キャロッテ」という

商品の開発、また、都城イオンにある果物カフェ

とトロピカルマンゴージュース等の共同開発及

び販売があります。さらに、カレー店「カリー

トプカ」と共同開発した「宮崎辛飯」は、伊藤

忠が主催する商業高校フードグランプリ2019に

おいて九州代表となり、本年８月に東京で開催

される本選でグランプリを競います。

続きまして、家庭科の取り組みです。

家庭科では、キャリア教育の推進のために生

活関連産業と密接に連携し、さまざまなアイデ

アを出し合いながら学びを生かす取り組みを推

進しております。

高城高校では、地域の企業と連携し、食品の

開発に取り組んでおります。また、昨年度は、

考案したパンを改良するため、ＰＴＡ総会で試

食会を実施し、消費者のニーズを捉えた商品開

発を展開しました。

富島高校では、生徒が制作した衣装を披露す

るファッションショーの実施に当たり、舞台の

構成やモデルのウオーキングについて、地元芸

能プロダクションから本格的な指導を受けてお

ります。

飯野高校では、地域産業祭に出品するお弁当

をＪＡ婦人部と共同で考案し、販売しておりま
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す。

最後になりますが、福祉科の取り組みであり

ます。

福祉科では、多くの時間を施設実習に当てる

ことで、地域貢献に結びつく取り組みを行いな

がら、地元の即戦力へと成長していきます。県

内に福祉科のある日南振徳高校、小林秀峰高校、

妻高校、門川高校の４校につきましては、厚生

労働省から介護福祉士養成課程の指定を受けて

いるため、３年間で50日以上の施設実習を行っ

ております。長期の実習を通して施設の職員の

方々から丁寧な指導を受けたり、利用者の方々

に感謝されたりすることを通して、介護福祉士

としても、一人の人間としても成長する大変貴

重な期間となっております。

そのほか、長寿介護課と連携し、みやざき・

ひなたの介護フェスタにおいて、一般の方を対

象とした福祉体験コーナーを担当したり、門川

高校では、地元の小中学校との交流会や出前授

業を実施したりと、福祉科での学びの成果をさ

まざまな場面で発揮しております。

次の６ページには、参考といたしまして、専

門科目の学びを活用した取り組み事例を挙げて

おります。

都城農業高校では、農業の専門科目「食品製

造」の授業において、食品科学科の２年生が近

隣の小学校に出向き、豆腐づくりの食育授業を

行っております。学習内容としましては、事前

学習として、農業科の３年生が小学生とともに

大豆の豆まきと栽培・収穫を行います。あわせ

て、小学校への出前授業として、大豆の栄養成

分・たんぱく質の凝固についての内容を教えま

す。その後、食品科学科の生徒は、収穫された

大豆をもとに、生徒みずからが先生として小学

生に製造方法や技術、食品衛生面などについて

幅広く授業を展開し、将来、自分が食育のスペ

シャリストとしてどうあるべきかを考える機会

にもしております。

次に、延岡商業高校の取り組みであります。

延岡商業高校は、商業の専門科目「ビジネス基

礎」の授業において、高校１年生の全学科を対

象に、ビジネスシーンを初め、日常のさまざま

な場面で必要とされるビジネスマナーについて

の学習と模擬演習を行っております。学習内容

につきましては、接客の場面を想定した演習に

おいて、基本的な作法を理解した上で、みずか

らが目標を設定した後、主体的に活動する中で、

演習の相互評価や自己評価を行い、課題解決を

図ることで専門的な能力を身につけていきます。

また、生徒たちはビジネスマナーを身につける

だけでなく、挨拶、言葉遣い、電話対応などに

ついての演習を重ね、社会人として求められる

コミュニケーション能力の向上にも努めており

ます。

説明は以上となります。

○西村委員長 執行部の説明が終わりました。

御意見、御質疑がございましたら、発言をお

願いします。

○脇谷委員 まず、工業高校卒業後の県内就職

率はおわかりになりますか。

○児玉高校教育課長 学科別の就職率を公表で

きないことになっております。学科別のデータ

を公表できないということでございますが。

○脇谷委員 内容的に聞きたいのは、工業高校

卒業後、また、福祉関係の高校の卒業者の方々

の実際の県内の就職率はどのくらいなのかとい

うのを知りたいんです。特に工業高校の生徒さ

んは、先生が県外への就職を勧めていることが

あるのではないかというようなことを聞いたこ

とがあって、賃金の高い県外への就職を行って
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いるのかどうかということを知りたいので、県

内の就職率を聞きたいのが一つと、もう一つは、

先ほど、福祉関係の施設実習を50日以上されて

いるというふうにおっしゃっておられましたけ

れども、県内の福祉関係の施設に本当に就職し

ているのかどうかというのが知りたいんですけ

れど、どんなものでしょうか。

○児玉高校教育課長 福祉関連への就職者の割

合でございますが、就職先の県内外の割合でい

いますと、県内が75％ということになります。

就職先の内訳につきましては、社会福祉施設が

約半分の52％ということでございます。

大変申しわけございません。平成30年３月に

卒業した新規高卒の就職内定状況でございます

が、宮崎工業高校の県内就職率が38.2％、都城

工業高校が34.8％、延岡工業高校が46.2％でご

ざいます。

○西村委員長 先ほどの学科別に公表できない

と言って、今は公表していただいたその真意が

ちょっとよくわからないのですが、学科別がで

きなくて、今教えていただいたのは教えられる

数字ということですか。

○日隈教育長 工業高校の学科別までは持って

おりません。工業高校の人数がそれぞればらば

らで足し算ができていなかったので、今、工業

高校の学校ごとに担当課長から申し上げた次第

でございます。足し算を全部すれば、分母と分

子が出れば、工業高校４校のパーセンテージは

出るんですけど、今、４校をそれぞれ申し上げ

た次第です。申しわけありません。

○脇谷委員 私はできましたらばらばらのほう

がいいです。ばらばらで４校ですね。ばらばら

でよかったら福祉のほうも４校欲しいんですけ

れども。38.2％と34.8％、延岡が46.2％、日向

がないということですか。

○西村委員長 いや、それも後の資料要求でよ

ろしいでしょうか。

○脇谷委員 資料要求でいいです。

○西村委員長 そうしたら、委員の皆さんにお

諮りしますけれど、皆さんが関連する地域もあ

ると思いますので、これは後に資料要求という

ことでよろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ということで、その分に関して

は資料要求をお願いしたいと思います。

○脇谷委員 関連で、県北企業の説明会を工業

高校でされていましたけれど、県南とか県央と

かそういうところで企業説明会はされていない

のでしょうか。

○児玉高校教育課長 県央のほうでも、宮崎工

業高校、佐土原高校でも同様の説明会が行われ

ております。また、本年度から都城工業高校で

も実施を予定しております。これは県の工業会

との連携によって行っているところでございま

すが、南のほうがまだ実施されていないところ

でございます。

○星原委員 本県のキャリア教育推進の現状と

いうことで説明をいただく中で、１ページの基

本方針の中で、小・中・高等学校の縦の連携を

図りながらと言われたんですが、それぞれ小学

校は小学校、中学校は中学校、高校は高校で役

割を果たしているような形に私から見たら見え

たところですけれども、今度は子供たちじゃな

くて、先生方が仮に高校で今取り組まれている

ような内容の目的に持っていくために中学校時

代ではどうなのか、あるいは、中学校は小学校

時代ではどうなのかというのを把握していって

小・中・高の連携がとれるのではないかと思う

んです。そうなった場合には、高校の先生が中

学校との連携、あるいは交流みたいな授業でも
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何でもいいんですが、そういうことをやってい

るときに高校の先生が中学校に入っていって、

高校でその目的を達成するためには中学校でど

こまでやってもらわないといけないですよ、中

学校は小学校との連携の中で小学校に入って

いって、小学校でここまではちゃんと教えても

らって中学校に、中学校は高校にという、先生

同士の地元の小・中・高との連携のとり方が大

事じゃないかと思うんですが、そういう取り組

みというのはなされているんですか。

○児玉高校教育課長 今、委員がおっしゃった

たことは、まさに各市町村へのキャリア教育支

援センターを立ち上げることでまたそれが充実

していくかと思いますが、ここ最近、各市町村

では、県立高校と地元の中学校とが連携を深め

ておりまして、中学校段階でのキャリア教育と

いうのを高校の進路指導部が理解して、高校で

の年間キャリア教育計画を立てるというような

ことも実施され始めておりますし、先ほどの資

料でもあります県民総ぐるみ教育推進研修会の

中では、各小・中・県立高校の教職員が一堂に

会して同じ情報を共有するというようなことを

しているところでございます。

○星原委員 今の説明はある程度わかったよう

な、わからないような説明に聞こえたんですけ

れども、高校に上がってきたときには、小学校

の役割、中学校の役割が果たせているかどうか

をきちんと把握しておかないと、いろんな問題

でおくれると思うんです。これは学力面でもそ

うだと思うんですが、先ほど、就職率で三十何

％とかとあるわけですけれども、我々委員会と

しては、人材を地元に残そう、若い人を残そう

ということになってくると、高校卒業の人たち

が最低でも50％は地元に残るとか、目標を立て

て、そのためのこういうキャリア教育をやって

いるんだという、そういうことをきちんとつな

いでいっておかないと、ただ小学校は小学校で

の役割、中学校は中学校で、高校でというだけ

で果たして地元に若い人が残るのかな。次の学

校と家庭、地域社会、企業という横のつながり

をしていく上でも、どういう子どもたちが企業

に興味を持っているかとか、どういう企業が地

域にあるのかというのを小学校段階、中学校段

階、高校という形の中できちんとその辺が地域

の中で見えるようなそういうものに結びつけて

おく必要があるんじゃないかというように思う

ので、その辺の取り組みをしっかりやっていっ

てほしいと思うのですが、どうですか。

○黒木教育次長（教育振興担当） 今言われた

縦の連携というのは、今回はキャリア教育です

けれども、キャリア教育にとどまらず、いろい

ろな面で重要だと思います。例えば、キャリア

教育で申しますと、各学校段階において指導し

ないといけないことというのがございます。で

すので、先ほど説明があったように、県教委と

しては12年間を見通したキャリア教育をしたい

ということを現状についても書いておりますが、

そういうことを目指しているところです。その

ためには、先ほど言われたように、各学校でど

のようなことをして、例えば、小学校でどのよ

うなことをして中学校に来ているのか、中学校

ではどのようなことをして高校に来ているのか

というのをお互いが知り合うという場が必要で

あるというふうに思います。その中の一つとし

て、先ほど高校教育課長が申しましたキャリア

教育支援センターのコーディネーターが実際に

学校に出向いて研修会を行う。そのコーディネ

ーター自体は高校にも行っているし、中学校に

も行っていますので、その辺を具体的に先生方

にお伝えして研修会を行うといったような実践
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もしておりますし、各中学校区においてそうい

うふうに中高連携の会議を行っているところも

あります。委員がおっしゃったように、例えば、

小学校では地域を探索して、商店街を探索して、

どんな企業、どんな職業があるか、あるいは、

中学校ではそういう職業について自分で調べ学

習を行ったり、高校になって長期的なそこのイ

ンターンシップを行うといったような縦のつな

がりというのは非常に重要だと思いますので、

縦の連携を重視したキャリア教育というのは今

後進めていかなくてはいけないというふうに思

うところです。

○星原委員 今、次長が言われたような方向な

んですけれども、我々特別委員会は、人口減少

に向けてどうやっていくかという人材育成、あ

るいは外国からとか、いろんなことがあるわけ

なので、できればこの委員会から見れば、小学

校時代や中学校時代に地元の企業をよく知って

もらう。そして、地元に残すためには、教育の

中の現場で社会体験もあるでしょうし、いろん

なことをコーディネーターの人とかいろんな人

が話をする部分もあるんでしょうけれども、子

供たちがこの地域に生まれてよかったとか、こ

の地域で自分は生きていくんだとか、そういう

思いを持たせるような教育を小学校、中学校、

高校の段階でちゃんとやっていけるような体制

にしてもらわないと、なかなか地元に若い人が、

あるいは高校卒業の段階で先ほどのパーセンテ

ージでいけば３分の１ぐらいかなというふうに

思うので、これをもう少し伸ばしていくために

はどの辺に課題があるのかをしっかり把握して

いただいて、そういう連携のとり方から縦のと

言われたどういうふうな役割・連携をとったら

いいか、そういうことにしっかり取り組んでいっ

てほしいなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたしたいと思います。

○河野委員 取り組みの具体的なものとして県

キャリア教育センターの活動があると思います

が、その他の支援の中に、小・中・高の連携の

仕方をコーディネートするという内容が書かれ

てあるんですが、これができ上がっているモデ

ル地域はないんでしょうか。もう４年たってい

ますよ。平成28年に設立ですよね。

○東義務教育課長 ４つの市町村のほうでキャ

リア教育支援センターがございますが、一番早

くでき上がったのが日向市でございます。日向

市のほうを見ますと、例えば、平成29年度、小

・中学校、高校を含めまして、企業と地域の方

が700人ほど学校に行って研修したり、先ほど委

員からも出たのですが、高校生が中学校に行っ

て実際に工業高校はこういう勉強をするところ

だというような話をしたりして中学生に教えた

りということで、平成28年度に県のほうでガイ

ドラインを設定いたしまして、それを全県下に

周知しているところであります。

○河野委員 後ほど、調査についての委員協議

があるんですが、日向市がモデル地域になって

いるというように考えてよろしいですか。

○東義務教育課長 モデル地域というのを設定

しているわけではございませんが、日向市のほ

うが一番最初にできたということで、登録して

いる社会人の方も一番多いような状況がござい

ます。

○河野委員 そこから見える成果というか、今

答えられるものがあったら。企業の方が多くか

かわっているというのはわかりますけれども、

それによってどうかというのがあれば。

○児玉高校教育課長 工業高校の県内就職率を

先ほど申し上げましたが、宮崎工業、それから

都城工業、延岡工業を申し上げましたが、日向
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工業も加えまして、この４校の中で日向工業の

工業高校の県内就職率が一番高く、58.6％とい

うことで一番高くなっているというのは成果の

一つではないかというふうに考えているところ

です。

○図師委員 以前、キャリア教育の件で、都城

商業高校でコーディネーターの方と意見交換を

したことがあるんですが、基本方針の３番目に

もあります宮崎の産業、特に宮崎の地域性とか

独自の課題、このあたりを包括して、特に高校

生あたりには細かく伝えていく必要があろうか

と思います。そのときのコーディネーターの方

が、もちろん自分の適性に合った職業について

いくことを勧めている部分もあるし、それとは

別に、この宮崎で暮らすということの有益性、

例えば、通勤時間が宮崎で働けば30分で済みま

すよと。都市部に行けば２時間、３時間かかる

のは当たり前ですよと。宮崎で家を建てる

と2,000万円ぐらいで１戸建ての家が建てられ

る。しかし、都会に行くと、それはもう３倍も

４倍もしてしまいますよと。そういう現実社会

でいかに時間が拘束されるのか、もしくは、給

料が高くても背負わされるローンが多額になる

とかいう部分にもしっかり焦点を当てながら、

地域で暮らす、宮崎で暮らすということでこん

なにもメリットがあるんですよと。何よりも家

族で過ごす時間がとれるのは宮崎以外にないん

だと。地域で暮らすということに対しての愛着

・郷土愛を育成していく取り組みもキャリア教

育の両輪なんですよということの説明を受けた

ことがあります。そういう部分がどういうとこ

ろで落とし込まれていくのかなと思うんですが、

いかがでしょうか。

○黒木教育次長（教育振興担当） 先ほど義務

教育課長のほうからガイドラインの話が出まし

たけれども、その中で、先ほど委員のほうから

もありました基本方針の３番目、宮崎県独自の

課題やニーズに対応した教育ということで、県

教委としてふるさと学習の推進ということを

やっております。もちろん、ふるさと学習につ

いては、郷土の偉人であったりそういう部分も

ありますけれども、ふるさと学習をキャリア教

育の視点で見直して、例えば、宮崎で住むこと

の先ほど言われましたメリットとか、児童生徒

に宮崎で住んでみたいと思わせるような、ふる

さとに貢献したいという気持ちを持たせるよう

な取り組みというのが必要であるというように

思います。

先ほどの質問の答えとしましては、宮崎県の

キャリア教育推進の基本方針の一つとして、３

番目に、ふるさと学習を含めた宮崎のよさを感

じることのできる教育を推進したいということ

でございます。

○図師委員 コーディネーターの方の話で例え

話もしていただいてすごくわかりやすかったの

が、都会で片道２時間・往復４時間の通勤をす

る場合と宮崎で片道30分・往復１時間の通勤を

する場合、１日通勤時間だけで３時間の差が出

ます。これを300日程度、40年から45年続けた場

合に4,000時間から4,500時間の差が出ます。こ

れを年で割ると大体４年半から５年ぐらい、だ

から、都会で暮らすのと地方で暮らすのでは自

由な時間が地方にはあるんですよ。宮崎にはあ

るんですよと。同じ仕事をしたとしても宮崎の

ほうがゆとりある暮らしができますよというこ

とを説明していただいて、すごくわかりやすい

なと思ったことがあります。

それと、何の仕事につくというのももちろん

大切なんですが、地域を守るという視点もすご

く大切で、例えば、伝統芸能とか文化を守るの
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もあなたたちの役割なんですよということをす

ごく小さいときから教えていってほしいし、実

際、木城町は神楽を舞う神社が幾つかあります。

そこの神楽を小さい子たちに舞わせて、いずれ

出ていきますが、また舞うときに帰ってきても

らう。もっとすごかったのが、都城から山村留

学に来ていた子が神楽を舞ったんですね。その

学校を卒業して、やっぱり私は神楽を舞いたい

というので木城町の役場に就職していただきま

して、役場じゃなくてもよかったんですが、木

城で働きたいんだということで、わざわざ都城

から木城に来てもらったというようなケースも

ありまして、だから、仕事ももちろん大切なん

ですが、伝統文化に早くから親しんでもらうと

いうのも大切だなと思いました。

それから、もう一つ、やっぱり家族です。家

族のきずなというのを強く持たせるということ

も私は大切だと思います。もっと言うと、今は

もう３世代同居というのは少ないので、家族の

介護をする、じいちゃん、ばあちゃんたちの看

取りをするという子供が非常に少ないと思うん

ですが、そういう体験をした子供は必ず─必

ずと言うのはちょっと語弊がありますが─

帰ってくる。家を守らないといけない、墓を守

らないといけない、そういう意識が非常に強い。

実際、私もそうなんですが、家族をしっかり看

取りたい、介護したいという気持ちを幼いころ

から育んでいただきたいし、そのためには、先

ほど、福祉関係の学校であれば老人ホームなん

かの施設実習とかがあるということでしたが、

小・中学生のうちからどんどん介護老人の施設、

もしくは、もっと言うと認知症の施設、もっと

言うと療養型の病院、ここの見学。いかにそこ

で今の日本の介護とか福祉というのが非常に劣

悪な、本人が望まないような環境で最期を迎え

る人が多いんだというような場面も小さいころ

から見せることが非常に効果的。自分の親とか、

じいちゃん、ばあちゃんがこういう形で年老い

ていくということを想像させる。本当にそれで

いいのかなという問題に対して課題を持っても

らう。そういうことも宮崎を選んでもらう、地

域を守ろうという意識を醸成していく意味では

有効じゃないかと私は思うんですが、教育長、

何かコメントがあれば。いかがでしょうか。

○日隈教育長 図師委員がおっしゃるとおりで、

宮崎で人生を過ごしていくという豊かさの部分

ですね、所得だけじゃなくて、いろんな面で宮

崎のよさというのがあるということを十分子供

たちにわかっていただく、それは非常に重要な

ことだと思いますし、今、ふるさと学習という

ことで次長のほうから説明もいたしましたけれ

ども、しっかり子供たちにそこのところを理解

していただくということがないといけない。先

ほど、県内就職率の話がありましたけれども、57

％ぐらいですけれども、これを65％まで引き上

げていきたいというのが県の総合計画の中で示

されております。今回、アクションプランとい

うことで議会のほうにも提出させていただいて

いるところでございますけれども、これを引き

上げていくということについては、一つは給与

を中心とした待遇面の対応をしっかりしなくて

はならない、各企業とか、それぞれの分野で所

得を上げていくという政策をしっかりやってい

かなくてはならないという部分が大ざっぱに言

えば約半分だと思います。そして半分が宮崎で

暮らしていくという先ほど申し上げた点をちゃ

んと子供たちにも伝えていく、そういった必要

があろうかと思います。

前段の部分で若干申し上げると、先ほど、工

業高校の例があったんですけれども、なかなか



- 22 -

令和元年６月24日（月曜日）

県内企業の御理解がまだ進まないという点も

あって、そこのあたりはもう少し数字というの

がせめて全国平均に近づくような条件もお願い

したいというのが学校現場のほうの気持ちでご

ざいます。特に工業高校の校長たちと話すと、

求人票が出たときになかなか厳しいというお話

をよく聞いております。

先般、田口委員からも御質問をいただきまし

たけれども、延岡工業高校の専攻科の話もあり

ますけれども、ただ、子供たちの思考がまだそ

こに至っていない部分もあるので、まずは企業

をよく知っていただくということで、企業の協

力もいただきながら、地元企業への就職という

のを進めていきたい、思考をもう少し改善して

いきたいという気持ちでおります。そのほか、

商業高校も農業高校も同じですけれども、職業

系高校については、地元で働く、あるいは、例

えば、農業を自分でやっていくという魅力を十

分理解してもらわないとなかなか難しいと。そ

このところは、大きな意味での豊かさをやはり

実現していくということが必要であろうと。両

面からやっていく必要があろうと思います。私

たちのほうは教育現場を抱えておりますので、

子供たちに宮崎のよさ、そして、宮崎で働くこ

と、あるいは宮崎の企業であったり、産業であっ

たり、それぞれの魅力をしっかり伝えていきた

いということで頑張っていきたいと思います。

○野﨑委員 いろいろお話をありがとうござい

ました。教育委員会ですので、まずはしっかり

頭を整理しないと。企業説明会とか、企業の就

職率とかという話をするんじゃなくて、まずは

人材をつくるキャリア教育をしっかりやってく

ださいという話が前提であって、あとは全庁的

に商工観光労働部が大きな企業説明会もやられ

ますし、そこに高校生も参加して自分でそれぞ

れが考える道を進みますし、ただ、教育委員会

としてはそういった人材を育成してくださいと

いう今日の説明と私は認識していますので、と

にかく皆さんがおっしゃったこともすごくわか

るんですけれども、まずはしっかり自分で生き

ていく、自分で自立していく教育をしっかりやっ

ていただきたいと。それが教育委員会の基本と

なる仕事だと思っていますので、いろんな御意

見はわかるんです。皆さん、宮崎に残したいと

かですね。それの前の前提で、どこに行っても

自立して食べていけるんだと、しっかり自分を

持っているんだという教育をまずはしていく。

それがキャリア教育ですので、それが特別委員

会の趣旨と絡んでいろんな話になりましたけれ

ども、そこはそこでしっかり分けて考えないと、

商工観光労働部の管轄の部分もありましょうし、

ほかの部の管轄もありますし、いろんな話が出

ましたから、最後はそこをきっちり整理してお

話ししておかないと、何もかも教育委員会がし

ないといけないという何かざっとした雰囲気に

なりましたので、全庁的にプランをしっかりし

て、結果がそこにつながるといったところで考

えないといけないのかなと思っておりますので、

これに答えは要りませんが、よろしくお願いし

ます。

○外山委員 要は、キャリア教育とは何か、目

指すものは何かですよ。キャリア教育が目指す

ものは、ここにあるように、それぞれの個別の

能力を高めるとかございますけれども、その延

長線上に就職のことがあると考えます。ところ

が、今、ずっと聞いていると、まるで県内就職

を促すための教育、今、野﨑委員が言われたよ

うに伝わったので、ちょっと追いかけるものが

違うのかなと思ったりしたものですから、そう

いう疑問をここで話したところでした。だから、



- 23 -

令和元年６月24日（月曜日）

あくまでも、教育委員会のキャリア教育という

のは、社会に出て耐え得る人材をつくるという

教育であって、就職率を上げるためのではない

と思うんです。その結果、延長線上でもってそ

こにつながって地元への就職がふえたりとかは

喜ばしいんですが、そういう考えでいいんです

よね。２つを目標にしているわけじゃないです

よね。それはどうなんでしょうか。

○川越教育次長（教育政策担当） 今、委員の

ほうから御指摘がありましたように、キャリア

教育というのは、本来、生徒たちの自立、職業

的自覚を促していくものであります。ただ、本

県のキャリア教育におきましては、地元の産業

の魅力ということを伝えていくということも一

つ視野に入れながら、ただ、一般論として語る

のではなく、宮崎の魅力と両輪になった、どち

らかというと、魅力だけではなく課題をどうし

ていくかということも考えてもらう生徒を育て

ていくということで、両方を両輪として考えて

いると、そういうふうに進行しているというよ

うな形で現在進めているところであります。

○坂口委員 その基本はやはり守らなくてはな

らないもので、その子の能力を最大限生かすの

は何か、その子が最高の幸せを享受できるのは

何なのかということが基本です。よく言われた

ことが個性を伸ばすとか、生きる力とかですよ

ね。一時期は世界に羽ばたくという方針もあっ

た。だけれども、教育の方針というのは、例え

ば、戦時中でも、絶対に戦争に行かせないとい

う先生もいた。しかし、それは社会悪だと見ら

れた。今、宮崎に人を残すことを社会が求めて

いる。これに反発したら教育委員会は間違いで

あるかというと、それは違うものです。子供を

いかに幸せにするか。その中でずっとやってい

て、宮崎に人を残さないと大変だという大きい

命題もある。例えば、特性などを基本に人を育

てていくというのは、これはもう絶対にベース

にないといけないというのも当たり前なんです。

しかしながら、宮崎に人を残すのは、磁石でい

えばＮ極・Ｎ極ですよ。東京に行くこと、ある

いは都会に出ることを反発させるためにＮとＮ

ではじいて宮崎に置くのが本当なのか。生徒が

Ｎだったら、宮崎をＳにして、吸引力として魅

力があるよと、Ｎには自動的に人が流れるとい

う磁石の関係をつくるのか。だから、そこは整

理して、それを横の連携で受け入れる側の産業

界なり、あるいは宮崎というこの社会なりに課

題として突きつけて、またそれを連携しながら

解決していく。恐縮だけれども、昔、僕はまず

船に乗ろうと考えた。しかし、宮崎には海外に

出る船もなければ、所得もよくなかった。福利

厚生もよくなかった。宮崎でそんな船があれば、

一番はやはり宮崎の船に乗りたいですよ。１年

も半年も、あるいは１年以上も国を離れて帰っ

てくるんだから、入港したら宮崎の港に入りた

い。だけれども、なかったから致し方なく選ば

ざるを得なかった。選ばざるを得なかったのは、

自分が求める仕事をして、優先的に自分を満足

させるべきものは何かと考えたら、所得であっ

たし、福利であった。そこですよね。だけれど

も、教育委員会の、宮崎に残ることが正義だと

いう教育はやはり将来的に間違っていたという

時期が来るから、あくまでも、今、２人の委員

が発言したように、教育委員会は教育をする。

宮崎に残すための工面は、受け入れ側、受け皿

側ですよ。そこは間違わないことが大切。間違

いと言っても僕の主観。我々は人口減少をどう

やって乗り切るかということだけれども、そこ

までやってとにかく宮崎に封じ込めるというこ

とではない。宮崎に残ることが、幸せだという
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判断を生徒たちがする。そのためには、県内の

情報を徹底して教えてあげるのでしょうけれど

も、やはり世界に目を向けさせるという中で、

人材としてその子の能力や個性を最大限に生か

すというのは基本で持っていてほしいと思うん

です。

○田口委員 何か総括みたいな話がありました

ので、ちょっと聞きにくいんですけれども、ずっ

と事例を見ていますと、工業とか商業とかが出

てくるんですけれども、現状の取り組みとして

定時制、通信制の学校はどうなっているのか、

特別支援学校はどうなっているのか、もしやっ

ていなければ今後どうする予定なのか、その辺

をちょっとお聞きしたいんですが。

○児玉高校教育課長 まず、私のほうからは、

県立高校の定時制についてですけれども、例え

ば、宮崎東高校の昼間部であれば、学校設定科

目を準備して、その中でインターンシップ─

職業体験ということになりますが─を実施し

て、学校設定科目を単位として加算していると

いうようなことは実施しているところでありま

す。

それから、キャリア講演会、職業講話であっ

たりというところは昼間部だけではなく、いわ

ゆる夜間部のほうでもキャリア講演会はやって

おりますし、校内での企業説明会というのも定

時制高校のほうではやっているところでござい

ます。

また、さらに充実していくように、県教育委

員会としては支援ができればというようには

思っているところでございます。

○川越教育次長（教育政策担当） 特別支援学

校につきましては、担当課長が本日出席してお

りませんが、特別支援学校におきましても、生

徒の個々の状況や障がいの程度に応じまして

キャリア教育がなされております。例えば、生

徒たちがコミュニケーションをとっていく能力

の育成や、あるいは、作業とかそういったこと

に耐え得る力とか、そういったことをそれぞれ

の生徒たちの状況に応じて指導しているという

ように聞いております。

○西村委員長 先ほど、坂口委員、また、外山

委員の質問・提言に対して回答をいただきたい

と思いますが、どなたか。

○日隈教育長 私のほうから冒頭の挨拶で申し

上げましたが、もう少し説明させていただくと、

議会答弁でもお話しましたが、今の小学生が将

来どんな仕事につくかというと、今存在しない

職業につく子供たちが65％だと言われている。

そういったアメリカの学説があって、そういっ

たのを踏まえた考え方というのが今は進んでい

るところです。今存在しない仕事、これからつ

くられていくであろう産業であるとか、あるい

は、先ほど申し上げたように、イノベーション

によって新しいマーケットが開けていくと、そ

ういったことを行っていくのは子供たちです。

失礼ですが、私も含めた今のおじさんたちの発

想ではないそういう子供たちが新しい産業を起

こしていくと言われているところです。例えば、

アメリカでは、ニューヨーク、シカゴ、ワシン

トンＤＣの東海岸のほうは産業が進んできてい

たんですけれども、西海岸のほんの小さなシア

トルという町からマイクロソフトという会社が

出ていった。あるいは、アマゾンというのが商

業系では出ていった。コーヒーでいえばスター

バックスがというように、ある一人の起業家に

よって5,000億円以上の大企業が成長していって

その町が潤っている。御承知のとおり、小さい

町からシアトルマリナーズという球団があるよ

うな町に発展した例もあります。途中でお話が
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ありましたけれども、生き抜く力、そのために

はやはり基礎的な学力があって、そして、その

道でひたむきに磨き上げていく、突き詰めてい

く。マイクロソフトだって簡単にできた会社じゃ

ないんです。極めていくひたむきさが相当あっ

てこそ、その起業家は成功したのであろうと思

います。そういった意味では、宮崎から巣立っ

ていく子供たちには、しっかりそういった教育

を身につけさせて送り出していきたいというの

が基本的にありますし、また、期待するのは、

できたらこの宮崎からそういった企業を起こし

ていただきたい。子供たちの人気職業を聞くと、

今はユーチューバー。かつてはない職業ですね。

こういうように新しい概念も生まれてくるとい

うこともあります。これから子供たちが、生徒

たちがつくり上げていくという産業あるいは仕

事に期待しながらも、その基本的な根底にある

のはやはり個人の基礎的な資質、そして、ひた

むきさ、熱心さ、そういったものがあってだと

思いますので、我々教育サイドとしては、生き

抜く力、しっかりした人間性を身につけて、か

つ、この宮崎が大好きだという子供たちを送り

出していきたいというように思います。私論で

申しわけありませんけれども、そのように感じ

ました。

○坂口委員 それを聞いて安心したんですけれ

ども、学校教育、社会教育の本義はやはりしっ

かりと何がどうあっても譲らない。本末転倒に

なってはだめだということですね。そこのとこ

ろは、今の話を聞いて安心したんですけれども、

ぜひよろしくお願いしておきます。答弁は不要

です。

○西村委員長 ほかに、ございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、ないようですので、

これで終わりたいと思います。

その前に、先ほど申し上げた資料要求の件で

すが、県内就職率を学校ごとに出すということ

でよろしいでしょうか。各高校の学科ごともで

すか。学校ごとでいいですか。門川高校になる

と、農業系と福祉系と学科があるから、学科ご

とに分かれてということで、福祉系もしくは農

業系の学科を分けた上でということでよろしい

でしょうか。では、お願いしたいと思います。

それでは、執行部の皆様は御退席いただいて

結構です。

暫時休憩いたします。

午後０時１分休憩

午後０時２分再開

○西村委員長 委員会を再開いたします。

協議事項に入りたいと思いますが、その前に、

前回の委員会で決定されました調査事項等につ

いて、参考資料に記載をしております。設置目

的等々ですが、これを御確認いただきたいと思っ

ております。

暫時休憩いたします。

午後０時３分休憩

午後０時７分再開

○西村委員長 それでは、再開いたします。

先ほどの参考資料の調査事項についてはよろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、協議事項（１）の県内調査についてで

あります。

８月８日から９日の県北調査の予定ですが、

資料１をごらんください。

前回の委員会におきまして御一任いただきま

したので、このような日程案をつくっておりま
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す。

８月８日でありますが、フィリピンからの技

能実習生を63名受け入れております日本ホワイ

トファームを視察予定としております。次に、

先ほどの話にも出ました日向市キャリア教育支

援センター、その後に、延岡市にあります延岡

鉄工団地協同組合、ここでも技能実習生等の外

国人を受け入れている企業から意見を伺ったり、

働いている現場の視察を予定しております。

翌日の９日ですが、大分県のほうに向かいま

して、大分県には九州管内でも外国人留学生の

非常に多い大学があるなどしておりますので、

その取り組みについて、大分県疔の国際政策課、

そして、留学生ビジネスセンターのほうに視察

を要請したいと思っております。

県北調査につきましては、調査先との調整も

進めさせていただきたいと思いますので、この

案で御了承いただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、このように決定いた

します。

諸般の事情により、若干の変更が出てくる場

合もありますが、正副委員長に御一任いただき

ますようにお願いいたします。

また、調査時の服装につきましては、夏季軽

装にて行います。

続きまして、８月28日、29日の県南調査、ま

た、10月に予定しております県外調査について

でありますが、特に県南調査につきましては、

次回委員会が７月26日に開催予定でありますの

で、余り時間がないものですから、調査先を選

定しておく必要があります。何か御意見等があ

ればお伺いしたいと思いますが。県南調査、県

外調査も含めて何かあればと思いますが、いか

がでしょうか。

○山下委員 県内の受け入れ団体があると聞い

たんですけれども、そこの受け入れ団体の大き

いところとか、そんなところを１件ぐらいは見

たらどうですか。受け入れ監理団体です。

○西村委員長 はい。わかりました。

ほかにないでしょうか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 ないようでしたら、また正副委

員長に御一任いただきたいと思いますが、よろ

しいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 次に、協議事項（２）の次回委

員会についてでありますが、７月26日を予定し

ております。調査内容につきまして御意見等は

ございませんでしょうか。

現在検討しておりますのが、農業・漁業分野

の団体に話を伺いたいと思いますが、いかがで

しょうか。ほかにないでしょうか。

また個別に御意見等があれば、正副委員長に

伝えていただければと思っております。それで

は、次回の委員会の内容につきましては、正副

委員長に御一任いただきたいと思いますが、よ

ろしいでしょうか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、最後に、その他で何

かございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○西村委員長 それでは、次回委員会は７月26

日午前10時から予定しております。

以上で、本日の委員会を閉会いたします。

午後０時８分閉会
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